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修繕概要

市立串川中学校プール上屋根張替修繕

　電気施設を使用する場合は、使用量計測用のメーターを設置し、
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案内図・配置図

【学校敷地内を車両が通行する場合に厳守すべきこと】

・登下校の時間や休み時間においては、原則として出入りは行わないこと。

・２人以上で車両通行する場合には、１人が車両から降りて先導すること。

・学校敷地内は最徐行を行うこと。

・１人で車両通行する場合には、原則として事前に学校内にいる人（現場

　代理人等）に連絡を入れ先導してもらうか、ハザードランプを点灯させ

　て最徐行すること。

・敷地内の駐車スペースより車両通行を開始する前には、車両周辺の前後

　左右の確認を行うこと。

【特記仕様書】

1.施工計画

3.発生材の処理

（修繕概要、工程表、納入品図面）

処理を行うものとする。

施工に先立ち施工計画書を作成し監督員に提出のこと。

関係法令に従い、受注者の責任において

既存物の養生は十分に行い、破損等は

足場設置部分については、床面が傷つかない

ように養生すること。

既存物を破損等、損害を与えた場合は
速やかに監督員に報告し、現況復旧を行うこと。

必要に応じ、清掃、現状復旧等の処置を

4.養生

5.その他

2.修繕写真

修繕着手前と完成後を同じアングルで撮影し、

完成写真帳として見開きで比較できるよう整理し

提出すること。

受注者の負担において現状復旧とする。

受注者の責任において行うこと。

として学校敷地内の水　道電気施設を使用する
事はできない。やむをえず学校敷地内の水道

　その設置した場所からのみの使用とすること。

　　また、設置位置については監督員及び学校に立ち合いのもと使用量

　渡し後速やかに納入すること。

　計測メーターの確認を行い、使用量相当分を使用完了後若しくは引き

【修繕用水及び電力について】
・修繕において使用する修繕用水及び電力は原則

案内図・Ｎ.Ｓ.

修繕対象場所

修繕場所：相模原市緑区長竹1469(串川中学校)

2.修繕建物　市立串川中学校

3.修繕場所　相模原市緑区長竹1469

配置図・Ｎ.Ｓ.

1.修繕名称　市立串川中学校プール上屋根張替修繕

4.修繕内容　プール上屋根張替






